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 村山市立新幼保連携型認定こども園の指定管理者が行う管理業務の内容及びその範囲等は、

関係法令等の他、この仕様書によるものとします。 

 

１ 施設の概要 

 ⑴名   称 村山市立新幼保連携型認定こども園 ※名称を変更する予定です。 

 ⑵所 在 地 山形県村山市大字長善寺１６３６番地１ 

 ⑶敷 地 面 積 ６,７７３㎡(市子育て支援センターと同敷地) 

 ⑷建 築 構 造 鉄骨造、地上１階建 

 ⑸延 床 面 積 １,５８８.９７㎡(市子育て支援センターと同敷地) 

 ⑹建築年月日 平成３年４月１日 

 ⑺主要な施設 乳児室、保育室７、屋内遊戯室、プレイルーム、ランチルーム、調理室、

事務室、医務室、トイレ、屋外遊技場、プール 

        〇主な部屋の面積 ※施設の平面図は、別紙のとおり 

  名 称 面 積 名 称 面 積 

  保育室Ａ ３７.２６㎡ 乳児室 ８０.８６㎡ 

  保育室Ｂ ３７.２６㎡ 屋内遊戯室 １６８.２７㎡ 

  保育室Ｃ ４２.００㎡ プレイルーム １１４.６６㎡ 

  保育室Ｄ ４２.００㎡ ランチルーム １４８.４１㎡ 

  保育室Ｅ ４２.００㎡ 調理室 ７１.８３㎡ 

  保育室Ｆ ４２.００㎡ 事務室 ６７.７０㎡ 

  保育室Ｇ ８４.００㎡ 医務室 １６.８１㎡ 

 ⑻類   型 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

（平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。）に規定する「幼

保連携型認定こども園」として認定を受ける予定です。 

 ⑼定   員 ０歳児から５歳児までの計１１０人 

 

       《参考》予定している入所定員 

       ①教育の定員  １０人 

     区 分 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

     定 員    ３人 ３人 ４人 １０人 

       ②保育の定員 １００人 

     区 分 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

     定 員 １０人 １０人 ２０人 ２０人 ２０人 ２０人 １００人 

※市と指定管理者が協議のうえ、年度途中に定員を超える児童(定員２０％未満)を受け入れ

ることが出来るものとします。 

※入園希望の状況等を踏まえ、各年齢の人数を変更することがあります。 
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 ⑽そ の 他 ①令和４年４月１日に、市が運営する村山市立ちぐさ認定こども園(大久

保地域)と村山市立冨本認定こども園(冨本地域)を村山市立戸沢保育園

(戸沢地域)に統合し、「幼保連携型認定こども園」に移行して運営しま

す。 

        ②既に同敷地、同建物では、地域子育て支援拠点施設「市子育て支援セン

ターぐんぐん」が運営を行っています。 

 

２ 指定の期間 

 令和４年４月１日から令和９年３月３１日までの５年間とします。ただし、管理を継続す

ることが適当でないと認められるときは、期間内であっても指定を取り消すことがあります。

期間内に指定を取り消す場合等については、別途、市と指定管理者とで協議を行い、適切な

対応をとるものとします。 

 

３ 法令等の遵守 

 管理運営にあたっては、本仕様書のほか、基本協定、年度協定、地方自治法（昭和22年法

律第67号）、学校教育法（昭和22年法律第26号）、児童福祉法（昭和22年法律第164号）、就

学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第

77号）、子ども子育て支援法（平成24年法律第65号）、村山市保育所設置条例（昭和31年市

条例第24号）、村山市立保育所使用料条例（昭和33年市条例第24号）、村山市立保育所・認

定こども園の教育・保育時間等に関する規則（昭和35年市規則第17号）、村山市保育の必要

性の認定に関する規則（平成26年市規則第27号）、村山市特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の利用者負担に関する条例（平成27年市条例第2号）、村山市情報公開条例（昭

和58年市条例第15号）、村山市個人情報保護条例（平成17年市条例第3号）及びその他関係

法令等を遵守してください。 

 

４ 指定管理者が行う業務の内容 

 指定管理者と締結する基本協定に基づき行う業務は、次のとおりとします。なお、指定管

理者は自らが幼保連携型認定こども園を運営するものとし、業務の全てを他に委託又は請け

負わせることは出来ませんが、個別業務の再委託についてはこの限りではありません。ただ

し、業務の再委託については、市と協議して行うことが出来ることとします。 

 ⑴施設の運営に関すること 

  ①市及び関係機関との連携を図り、利用者の安全確保とサービス向上を図るとともに、

効率かつ効果的な運営を行うよう努めること。 

  ②施設の運営に必要な目標、計画、指導計画、年間行事等を作成し、教育及び保育の事

業を実施すること。 

  ③保護者との連携を密にし、入所児童の安全の確保、健康の管理などについては、細心

の注意を払うこと。 

  ④保護者の意見・要望を聞くための運営協議会を設置し、その意向に配慮すること。ま
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た、要望・苦情の対応体制を明確にすること。 

  ⑤入所児童の年齢については、現在の年齢を基本とする。変更する必要が生じた場合は、

市と指定管理者との協議により変更できるものとします。 

  ⑥施設が行う教育及び保育に関する情報の提供、乳児、幼児等の保育に関する相談等の

業務を行うよう努めること。 

 ⑵保育時間に関すること 

   保育時間は、次のとおりです。 

  ①通常保育時間 

    午前７時１５分から午後６時１５分まで（月曜日から土曜日まで） 

    ※土曜日については、申し込みがあった場合のみとします。 

  ②延長保育時間 

    午後６時１５分から午後７時１５分まで（月曜日から金曜日まで） 

    ※これを超える時間帯の提案は出来るものとします。 

 ⑶休園日に関すること 

   休園日は、次のとおりです。ただし、指定管理者は、必要に応じて市の承認を受けて、

休園日に臨時に開園又は開園日に臨時に休園することが出来るものとします。 

  ①日曜日 

  ②国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 

  ③１月２日、１月３日及び１２月２９日から１２月３１日まで 

  ④その他やむを得ない事由が生じたとき 

 ⑷保育の充実に関すること 

  ①個別の配慮が必要な児童に加配保育士を配置するなど、特別支援保育の充実に努める

こと。 

  ②障がい児保育に理解を持ち、障がいの程度に応じた適切な保育を実施するよう努める

こと。 

  ③教育及び保育サービスの向上、子育て支援についての提案は出来るものとします。 

 ⑸安全管理に関すること 

  ①事故防止を常に心がけ、職員教育、施設・遊具点検等を徹底し、危機管理及び緊急時・

災害時の対応を明確にすること。 

  ②緊急時・災害時の対応として、避難訓練等を実施すること。また、緊急連絡網等を整

備し連絡先を明確にすること。 

  ③事故が発生した場合は、人命救助を第一とし安全を確保し、その後、原因、状況及び

これに対する処置を市に報告すること。 

  ④災害その他の理由により施設の使用制限をする必要がある場合は、市に報告すること。 

 ⑹健康管理、保健衛生等に関すること 

  ①嘱託医、嘱託歯科医を配置すること。 

  ②児童の疾病の予防に留意し、常に保護者、嘱託医、保健所等と緊密に連携し、清潔な

習慣、食生活、活動と休息のバランス、衣服調整、歯科衛生、感染症の予防等の注意
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を払うこと。 

  ③登園時の視診などにより日常の児童の健康状態を把握するとともに、身体測定、定期

健康診断及び歯科検診、尿検査等を実施すること。 

  ④施設内の整理整頓、清掃、害虫駆除、植栽管理等の環境整備等を行うため、定期清掃、

消毒等を実施し、良好な保育環境を確保すること。 

 ⑺給食の実施に関すること 

  ①給食調理業務は、施設内の調理室を使用して、児童の発育発達状況、摂取状況、アレ

ルギー等を考慮して提供すること。なお、０歳～２歳については主食を含み、３歳～

５歳については、特定日を除き原則として主食を持参し、安全な食材を確保し提供す

ること。 

  ②給食の運営が衛生的かつ安全に行われるよう、食中毒や感染症の発生防止に努めるこ

と。 

  ③給食食材の調達にあたっては、地元業者を利用するよう努めること。 

 ⑻施設及び設備の維持管理に関すること 

  ①施設、設備の修繕に係る費用については、１件につき１５万円まで及び年間総額５０

万円までは、指定管理者が自己の費用と責任において実施するものとします。ただし、

それ以外のものについては、市と指定管理者とで協議を行うものとします。なお、建

物の構造耐力上主要な部分の維持修繕については、必要に応じて市が実施するが、施

設の管理に付随する軽微な維持修繕は上記範囲において指定管理者が実施するものと

します。また、著しい施設の損傷や機能低下を発見した場合は、速やかに市へ連絡し、

市と指定管理者とで協議を行い対応するものとします。 

  ②休日夜間等について、火災監視及び設備監視等を行うこと。 

  ③日常清掃のほか、必要に応じて各設備等の清掃、植栽等の維持管理、施設周辺の清掃

等を行うこと。 

  ④消防法等により法定点検及び定期点検が必要な場合は、各種規定に基づき、適切に実

施すること。 

 ⑼連絡調整等に関すること 

  ①他の市内保育施設及び公共施設との連携を図ること。 

  ②民生委員児童委員、近隣住民等との連携を図り、地域の子育て支援に寄与すること。 

  ③保育実習生、職業体験の受け入れに配慮すること。 

  ④市の実施する事業に協力すること。 

  ⑤虐待を受けた疑いのある児童を発見した場合は、市及び関係機関に速やかに連絡する

こと。 

 ⑽連携保育施設に関すること 

   地域型保育事業所(家庭的保育、小規模保育等)が近隣地域に開所した場合、相談、助

言及び指導等について協力すること。 

 ⑾その他の業務 

  ①指定管理者は、自らリスクに対して適切な範囲で保険等に加入すること。なお、火災
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共済保険については、市が加入します。 

  ②毎月の行事予定を当該月の前月の別途定める日までに市へ提出すること。 

  ③毎月５日までに、当該月１日現在の在園児の状況、前月の延長保育の実施状況を市へ

報告すること。なお、提出様式については別途定めます。 

  ④保育等を行っている際に事故が発生した場合及び通園途中に事故が発生した場合は、

速やかに必要な対応を行うとともに、市及び保護者へ報告すること。 

  ⑤指定管理者及び管理業務に従事している者は、管理業務に関して知り得た個人情報を

みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用を禁じます。また、指定管理者の指定

の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職務を退いた後も同

様とします。 

  ⑥地域の遊び場の確保のため、園庭の開放に努めること。 

 

５ 職員の配置等 

 ⑴施設の職員の配置について、幼保連携型認定こども園の設置基準を満たすこと。 

 ⑵施設の職員の配置は、現在の保育士等の人数を参考にし、年齢構成及び経験年数等バラ

ンスを考慮すること。また、調理師及び管理栄養士を配置すること。 

 ⑶職員の勤務形態は、施設の管理運営の実施に支障がないように定めること。 

 ⑷職員の安定的、継続的な雇用に努めること。 

 ⑸職員に対し、施設の管理運営に必要な研修を実施すること。 

 ⑹職員の雇用にあたっては、現在就労している保育士及び調理員等の雇用に配慮すること。 

 ⑺保育士及び調理員等の雇用にあたっては、現在の運営者の賃金単価を下回らないように

努めること。 

 ⑻職員の健康診断を行うなど、健康管理について留意すること。 

 

６ 運営に要する経費、会計処理等 

 ⑴指定管理者は、管理業務に必要な経費を市が支払う指定管理料によって賄うものとする。 

 ⑵指定管理料は、毎会計年度ごとに、市と指定管理者の協議に基づき決定し、市が指定管

理者に支払うこととします。ただし、入所児童数によって当該指定管理料の額に増減が

あるものとします。 

 ⑶会計年度は、４月１日から翌年３月３１日までとします。 

 

７ 事業計画及び事業報告の提出 

 ⑴指定管理者は、市が指定する日までに、翌年度の管理運営に関する事業計画書を作成し、

市に提出すること。 

 ⑵会計年度終了後、市が定める期限までに実施状況及び利用状況、経費の収支状況等を記

載した事業報告書を作成し、市に提出すること。 

 ⑶指定管理者は、年度事業終了後、施設の管理運営に関して自己評価を行い市に提出する

こと。 
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８ 施設及び備品等 

 ⑴市が調達した備品及び物品等については、指定管理者は無償でこれを使用できるものと

します。 

 ⑵指定管理者は、施設、備品及び物品等について、善良な管理者の注意義務を持って管理

すること。 

 ⑶指定管理料により購入した備品は、市に帰属するものとし、指定管理者は台帳を整備す

るなどして管理するものとします。 

 ⑷指定管理者は、施設及び備品を当該指定管理業務以外の目的で使用することは出来ない

ものとします。 
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９ 市と指定管理者の役割分担 

 市と指定管理者とのリスク分担は、次のとおりです。 

リスクの種類 内 容 市 管理者 

保育等サービス 

と需要の変動 

入園の決定、保育料及び保育料減免の決定 ○  

保育及び教育の内容及びサービスの変動  ○ 

利用者数の変動に伴う収入の変動  〇※１ 

維持管理 市の指定以外の要因による維持管理費の増大 

（物価変動、金利変動、資金調達等） 

 ○ 

市の指示による維持管理費の増 ○  

施設の管理運営上の対応（警備・苦情対応等）  ○ 

施設、設備の修繕（１件１５万円未満）  ○ 

施設、設備の修繕（１件１５万円以上） ○  

経年劣化等による大規模修繕 ○  

指定管理者の瑕疵による損害の修繕  ○ 

不可抗力 自然災害（地震・台風等）等の不可抗力による業務 

の変更、中止、延期 

○※２  

不可抗力により第三者に与えた損害 ○  

不可抗力による事故等の対応  ○ 

指定管理者の責めに帰すべき事由による二次被害の 

発生又は被害の拡大による損害 

 ○ 

第三者賠償 指定管理者が行う管理に起因する事故により第三者 

に与えた損害 

 ○ 

市に帰すべき事由による事故により第三者に与えた 

損害 

○  

法令・税制度 

の変更 

指定管理者が行う管理運営業務に影響を及ぼす法令 

等の変更 

○  

消費税税率の変更及び法人税等の変更・新設  ○ 

債務不履行 指定管理者による業務又は提案及び協定内容の不履

行 

 ○ 

市による協定内容の不履行 ○  

事業終了時の費 

用 

指定管理終了後又は期間途中における業務の停止、 

もしくは指定取消しによる指定管理者の撤収費用及 

び引継ぎに要する費用 

 ○ 

※１ 保育等に係る利用者数変動による収入の変動については、一月につき８０％までこれ

を保障します。 

※２ 建物及び設備が復旧困難な被害を受けた場合、業務の全部の停止を命ずることがあり

ます。復旧可能な場合は、その復旧に要する経費は、市と指定管理者が協議を行うこと
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とします。 

 

１０ 協議 

 指定管理者は、この仕様書に規定するもののほか、指定管理者の業務の内容及び処理につ

いて疑義が生じたときは、市と協議し決定するものとします。 
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１１ 施設の平面図 

 


